
平成２８年度第１回市川市男女共同参画推進審議会 

次第 
 
 

日 時：平成 28 年 7 月 20 日（水） 
 10 時～12 時 

場 所：男女共同参画センター 
 5 階 研修室 AB 

 

１．開  会 

２．議  題 

(１) 市川市男女共同参画基本計画に基づく第５次実施計画の 

年次報告について 

(２)市川市男女共同参画基本計画に基づく第２次ＤＶ防止実施計

画の年次報告について 

(３) 諮問「市川市男女共同参画基本計画第６次実施計画」の策定

について 

(４) 諮問「市川市男女共同参画基本計画第３次ＤＶ防止実施計画」

の策定について 

(５) その他 

３．閉  会 



Ｎｏ． 委員氏名
新任・在任

区分
職業等

1 秋吉
あきよし

　マツ 在任 市川人権擁護委員協議会

2 阿部
あ べ

　理佐
り さ

在任 市民公募

3 井上　卓也
いのうえ　たくや　

在任 国府台女子学院

4 内野
うちの

　智規
とものり

在任 市川青年会議所

5 大嶋　章一
おおしま　しょういち

新任 市川市校長会
（任期　平成28年4月1日～平成29年5月31日）

6 小保方　稔子
おぼかた としこ

在任 帝京平成大学教授

7 佐藤
さとう

　孝
たかし

在任 市川商工会議所

8 田口
たぐち

　久美子
く み こ

在任 和洋女子大学教授

9 竹中　寿晴
たけなか としはる

在任 市民公募

10 徳
とく

尾
お

　まり子
こ

在任 市川市保健推進協議会

11 長谷川
は せ が わ

　直美
なおみ

在任 介護相談員

12 松丸
まつまる

　和枝
かずえ

在任 市川市社会福祉協議会

13 宮腰　直子
みやこし なおこ

在任 弁護士

14 守安
もりやす

　純一
じゅんいち

新任 市川公共職業安定所
（任期　平成28年4月1日～平成29年5月31日）

15 吉岡
よしおか

　雅之
まさゆき

在任 市川市医師会

平成28年度 第1回市川市男女共同参画推進審議会　委員名簿

(第5期任期　平成27年6月1日～平成29年5月31日）



【事務局】

平成28年度第１回市川市男女共同参画推進審議会　席次表

〔平成28年7月20日（水）午前10時～正午　男女共同参画センター　５階　研修室AB〕

傍聴席

【会長】 
        

秋吉 委員 

阿部 委員 

井上 委員 

内野 委員 

徳尾 委員 

松丸 委員 

守安 委員 

宮腰 委員 

出入口 

佐藤 委員 

長谷川 委員 

小保方 委員 

竹中 委員 
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市川市男女共同参画基本計画 第５次実施計画 平成 27 年度 年次報告書正誤表 
 
7 頁 事業№7 【取組状況、今後の課題等】 

 
18 頁 左表 【平成 27 年度 取組状況】 

【誤】  【正】 
主催事業「ウィズカレッジ１５」、

「ワーク・ライフ・バランスセミナ

ー」などの講演会を実施したほか、

男女共同参画センターの利用団体

と共催講座や講演会を実施した。 

6 事業（主催 2 事業 共催 4 事

業  参加 504 人） 

 

 主催事業「ワーク・ライフ・バラ

ンスセミナー」、「セクシャルマイ

ノリティに関する講演会」を実施

したほか、男女共同参画センター

の利用団体と共催講座や講演会

を実施した。 

6 事業（主催 2 事業 共催 4

事業  参加 504 人） 

 

 

【誤】  【正】 
主催事業「ウィズカレッジ１５」、

「ワーク・ライフ・バランスセミナ

ー」などの講演会を実施したほか、

男女共同参画センターの利用団体

と共催講座や講演会を実施した。 

6 事業（主催 2 事業 共催 4 事

業  参加 504 人） 

 

 主催事業「ワーク・ライフ・バラ

ンスセミナー」、「セクシャルマイ

ノリティに関する講演会」を実施

したほか、男女共同参画センター

の利用団体と共催講座や講演会

を実施した。 

6 事業（主催 2 事業 共催 4

事業  参加 504 人） 

 



平成28年度第1回市川市男女共同参画推進審議会資料

《市川市男女共同参画推進審議会》

市　川　市　男　女　共　同　参　画　基　本　計　画

第　2　次　Ｄ　Ｖ　防　止　実　施　計　画　（平成26～28年度）

平成28年7月 男女共同参画課
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　　　　本報告は、 「第2次ＤＶ防止実施計画（平成26～28年度）」が「市川市男女共同参画基本計画に基づく第5次実施計画（平成26～28年度）」の

　　　一部分でもあることから、「第2次ＤＶ防止実施計画｣に記載されている進行管理事業について、「市川市男女共同参画社会基本条例」第9条

　　　第1項に定める平成27年度の進捗状況を表した「年次報告書」です。

○ 所管課自己評価について

進行管理事業について、目標数値とその実績から4段階で評価しています。

□ ：　十分達成できた

□ ：　概ね達成できた

□ ：　やや不十分だった

□ ：　不十分だった

○ 基本目標ごとのまとめ（4頁）は、成果指標に係るe-モニターアンケートの結果、及び、所管課による自己評価を基に、

4つの評価区分ごとの事業数を掲載しました。

○ 事業別一覧（5～11頁）は、各事業ごとに平成27年度の内容をまとめたものです。

○ 12～28頁は、各事業ごとの実績報告書の個票です。

　

∞年次報告に関する説明∞
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Ｄ
　
　
Ｖ
　
　
の
　
　
根
　
　
絶

　

ＤＶを許さない社会づくり

　

基本目標基本理念

　

安全で安心できる
相談体制の充実

 

　

　
 

実効性のある自立
支援の充実

　
　

　

DV根絶の推進体制
 

基本目標　Ⅰ

基本目標　Ⅱ

基本目標　Ⅲ

基本目標　Ⅳ

 

　

　

　

　

  ５　被害者の安全確保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｐ．２９

   ６　職務関係者の資質向上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ．３１

   ８　子どもに関する支援
                                              Ｐ．３５

     ９　関係機関・関係部署との連携
                                             Ｐ．３８

　
 

    １　ＤＶ防止の啓発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ．２０

取組の方向 　事　　　　業

 
　４　相談業務の充実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　Ｐ．２６

 
　 ７　被害者の生活再建支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　Ｐ．３３

 

　２　ＤＶ予防教育の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ．２２

 
　３　ＤＶ被害者の発見
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ．２３

    　  １．  相談窓口の広報活動の充実
  ２． 外国人に対する相談窓口の周知
  ３． ＤＶ根絶強化月間の実施

  ４． 人権擁護委員との協働
  ５． 若者を対象としたデートＤＶ予防啓発事業の実施
  ６． 学校職員に対する啓発

  ７． 関係部署との連携によるＤＶ被害者の早期発見
  ８． 早期発見のための情報提供
  ９． 通報への的確な対応

 ２１．  DV相談担当職員のスキルアップ
 ２２．  ケース検討会議の実施

 　　　　３１．  家庭等における暴力対策ネットワーク会議の実施
 ３２．  ＤＶ防止ネットワーク実務者会議の実施
 ３３．  ＤＶ防止ネットワーク個別ケース検討会議の実施

 ２７．  子どもの心のケア・発達支援のための関係部署・
　　　   関係機関との連携
 ２８．  就学における支援と配慮
 ２９．  保育園入園における支援と配慮
 ３０．  保育園や幼稚園に従事する職員に対する啓発

 ２３．  住民基本台帳の閲覧制限、児童手当の受給者変更、
　　　　 保険の離脱・加入等のための公的なＤＶ証明書の発行
 ２４．  住宅確保に向けた支援
 ２５．  就労に向けた支援
 ２６．  施設等退所後の継続的支援

　　　　 １０． 支援計画書作成による情報の共有化
 １１．  保護命令申し立てに関する助言・支援
 １２．  女性弁護士による無料法律相談の実施
 １３．  外国人への相談の配慮
 １４．　高齢者・障害者への相談の配慮
 １５．  一時保護施設入所者への訪問面接
 １６．  重篤度の高い被害者への同行支援
 １７．  被害者の個人情報の適切な管理

 １８．  警察との連携強化
 １９．  緊急一時保護の実施
 ２０．　一時保護者、同伴者への同行支援

重点

重点

重点

体 系 図
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■基本目標ごとのまとめ

（基本目標ごとに設定した成果指標について）

Ⅰ ＤＶを許さない社会づくり

Ⅱ 安全で安心できる相談体制の充実

Ⅲ 実効性のある自立支援の充実

Ⅳ DV根絶の推進体制

（基本目標ごとの実施計画事業評価結果）

Ⅰ ＤＶを許さない社会づくり

Ⅱ 安全で安心できる相談体制の充実

Ⅲ 実効性のある自立支援の充実

Ⅳ DV根絶の推進体制

平成27年度
（e-モニターアン

ケート結果）

92％

22％

10％

13％

今後の取組み

DVおよび相談窓口について、今後
も継続的に周知を行っていく。

DV被害者に相談窓口の存在が確
実に届くよう周知を行っていく。

DV被害者に寄り添い、きめ細やか
な支援を行っていく。

実施計画について、今後も継続的
に周知を行っていく。

基本目標

基本目標 十分達成
できた

概ね達成
できた

やや
不十分
だった

DV防止実施計画を知っている人
の割合

DVを知っている人の割合

成果指標
平成27年度

目標値

97％

配偶者暴力相談支援センターを
知っている人の割合

26.5％ 40％

平成24年度
現状値

（e-モニターアン
ケート）

91％

「十分達成できた」が3事業中3事業であり、目標に則した事業の実施ができたと言える。

基本目標Ⅲの施策が進んでいる
と思っている市民の割合

13.1％ 20％

12 0 1 0

9 0 0 0

不十分
だった

20.1％ 40％

3 0 0 0

8 0 0 0

「十分達成できた」が13事業中12事業であり、目標に則した事業の実施ができたと言える。

「十分達成できた」が8事業中8事業であり、目標に則した事業の実施ができたと言える。

評価別事業数

平成27年度の評価

「十分達成できた」が9事業中9事業であり、目標に則した事業の実施ができたと言える。
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■事業別一覧

№

1

2

3

4

基本目標Ⅰ　ＤＶを許さない社会づくり
取組の方向１　ＤＶ防止の啓発

取組の方向２　ＤＶ予防教室の推進

市内公立小学校全39校で人権教室を、中学校2校で人権講演会を
実施した。
そのほか、幼稚園1園でも人権啓発活動を実施した。

児童が在学中に人権教室を体験できるよう学校と連携しながら実施
に努める。

DV相談窓口の案内カードを庁内40課、市内全公民館16館に加え、
地域ケアシステム活動拠点14箇所に配布した。また、市公式Webサ
イトでは、「女性のためのあらゆる相談」として案内。

チラシやカードを継続的に配布していくとともに、市公式web等での
広報により、一人でも多くのDV被害者に情報提供できるよう工夫す
る。

外国人ＤＶ被害者へ向けて、5ヶ国語のチラシ・カードを庁内40課に
配布した。

チラシやカードを継続的に配布していくとともに、市公式web等での
広報により、一人でも多くのDV被害者に情報提供できるよう工夫す
る。

事業名 所管課 事業概要 目標 27年度目標 27年度実績

ＤＶ根絶強化月間に、「ＤＶ防止セミナー」を実施した。参加人数は24
人。
その他、広報いちかわにて「ＤＶ根絶強化月間」の記事を掲載した
り、男女共同参画センター利用者に向けてＤＶに関するアンケート調
査を実施した。アンケートの集計結果を男女共同参画センター情報
紙「ウィズレター」に掲載し、更なる啓発に努めた。

ＤＶ根絶強化月間に併せた啓発活動や広報記事の掲載を今後も続
け、ＤＶ根絶に向けた更なる啓発に努める。

取組状況、今後の課題等

十分達成
できた

[新規]
ＤＶ根絶強化月
間の実施

男女共同
参画課

ＤＶ根絶強化月間である11月に男女共同
参画センターの使用団体へＤＶに関するチ
ラシ・カードを配布し啓発に努め、使用団
体とともに啓発活動を実施します。

ＤＶに関する
アンケート
の回収数

100件 184件

評価

[重点]
相談窓口の広
報活動の充実

男女共同
参画課

DV相談窓口の案内チラシ・カード等を市の
窓口等に配布するとともに市公式Webサイ
トでの周知を行います。

配布箇所数 45箇所 70箇所
十分達成
できた

人権擁護委員と
の協働

男女共同
参画課

人権擁護委員との協働による小学生（市
立小学校３９校）を対象とした人権教室や
中学生（市立中学校１６校）を対象とした人
権講演会を行います。

実施校数 38校 41校
十分達成
できた

外国人に対する
相談窓口の周
知

男女共同
参画課

英語・中国語・韓国語・タガログ語・スペイ
ン語のＤＶ相談窓口案内チラシ・カードを
市役所の行政窓口等に置き、外国人のＤ
Ｖ被害者に周知を行います。

配布箇所数 35箇所 40箇所
十分達成
できた
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№ 事業名 所管課 事業概要 目標 27年度目標 27年度実績 取組状況、今後の課題等評価

5

6

7

8

9

取組の方向３　ＤＶ被害者の発見

市内の高校1・2年生約9,000人を対象に、デートDVリーフレットを配
布し啓発に努めた。配布枚数は9,230枚。

引き続きデートDVリーフレットの配布等の啓発を行っていく。

平成27年度は幼稚園の管理者である園長に向けて、DVの危険性
に加え、保護者から相談を受けた場合の連携部署・機関についてな
どの説明会を実施し理解を深めた。参加人数は市内の全公立幼稚
園長7人。
また、ＤＶに関するリーフレットを市立小中特別支援学校職員、保育
園職員、幼稚園職員を対象に配布し啓発した。配布部数は、各学
校・各園20部の1780部。

引き続き学校、幼稚園、保育園関係者への啓発ツールとしてDVリー
フレットを活用していく。

平成27年度は、行徳支所の窓口の職員を対象にＤＶ相談窓口連携
マニュアル説明会を実施し、ＤＶ被害者を発見した場合に円滑に連
携できるよう、ＤＶについての説明や相談窓口についての情報提供
を実施した。

異動職員を中心に窓口対応職員にＤＶ相談窓口連携について説明
していく。

小中学校の養護教諭とライフカウンセラーに対し、それぞれ1回ずつ
研修会を実施し、暴力に対する正しい理解と相談窓口の周知を図っ
た。
参加した養護教諭は65人、ライフカウンセラーは55人。

今後も継続的に研修会を実施し、新任者には、暴力に対する正しい
理解と相談窓口を周知していき、在職者には、更に浸透していくよう
努める。

若者を対象とし
たデートＤＶ予
防啓発事業の
実施

男女共同
参画課

若者を対象としたデートＤＶ予防啓発リー
フレットを市内高等学校（公立８校・私立７
校）を中心に配布し、生徒・教員・保護者な
どへの啓発を行います。

配布校数 5校 15校

早期発見のた
めの情報提供

男女共同
参画課

学校、幼稚園、保育園関係者へＤＶに関す
るリーフレットを作成しＤＶ相談窓口に案内
できるよう啓発を行います。

研修会実施
回数

1回 1回

[新規]
学校職員に対
する啓発

男女共同
参画課、
指導課、
保健体育
課

小中学校において保健指導を行う養護教
諭や相談業務を行うライフカウンセラーに
対しデートＤＶや暴力に対する正しい理解
や相談窓口の周知を図るため関係部署と
連携し研修会を実施します。

研修実施回
数

2回 2回
十分達成
できた

関係部署との連
携によるＤＶ被
害者の早期発
見

男女共同
参画課

市役所の様々な行政窓口でＤＶ被害者を
発見し、速やかにＤＶ相談窓口に案内でき
るよう、窓口専用のＤＶ相談窓口連携マ
ニュアルを活用できるよう関係部署の異動
職員を対象とした説明会を実施します。

十分達成
できた

ＤＶ相談窓
口連携マ
ニュアル説
明会の実施
回数

1回 1回
十分達成
できた

[新規]
通報への的確
な対応

男女共同
参画課

通報は、一般からと医療関係者からに分
けられ、前者は通報者に対し加害者に知
られないよう被害者へ配偶者暴力相談支
援センター又は警察に相談するよう協力を
求めます。後者に関しては、ＤＶ被害者の
状況確認を行うとともに入院等をしている
重篤な被害者には、職員または女性相談
員が当該医療機関に出向き被害者の相談
に応じます。暴力の抑止等の緊急の対応
が必要な場合は警察が対応するため連携
しＤＶ被害者の安全確保を行います。医療
関係者は原則として被害者の通報の同意
が確認できた場合のみ通報を行います。

医療関係や
市民からの
通報件数

－ 7件
十分達成
できた

平成27年度は医療関係者から1件、縁故・知人から6件の通報が
あった。
命の危険があれば直ちに警察を案内し、時間的に余裕を持って支
援できる場合は「配偶者暴力相談支援センター相談室」で対応して
いる。

担当職員と相談員が常に情報共有・協議しながら対応していく。

十分達成
できた
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№ 事業名 所管課 事業概要 目標 27年度目標 27年度実績 取組状況、今後の課題等評価

10

11

12

13

14

基本目標Ⅱ　安全で安心できる相談体制の充実
取組の方向４　相談業務の充実

保護命令に関する書面について、2件裁判所へ提出した。
保護命令についての相談があった場合には、女性相談員が申立て
方法や作成について説明や助言を行っている。
また、保護命令が有効な措置と考えられる相談者についても助言を
行っている。

全ての相談員が保護命令に関する相談に対して適切に対応できる
よう、制度についての理解を深める。

毎週水曜日の午後、1日5人までとして実施した。
一般相談やDV相談で法的支援が必要と判断される場合は、法律相
談へ案内している。

相談件数は前年度に比べ減少した。より多くの方に法律相談を有効
活用してもらえるよう、引き続き相談窓口の周知に努める。

日本語での日常会話が困難な外国人相談者の場合は、通訳者の
派遣を国際交流課に依頼し対応した。

速やかに通訳者の派遣を依頼し、面接相談に支障がでないように
する。また、通訳者に対して、ＤＶについての正しい知識を取得して
いただく養成講座等の実施を検討していく。

平成27年度は、緊急一時保護21件に対応した。それぞれの状況を
考慮し、支援計画を立て、関係部署・関係機関と連携しながら計画
的に支援を行った。

相談員や職員が共通認識を持って計画的な支援を行っていく。

十分達成
できた

保護命令申し立
てに関する助
言・支援

男女共同
参画課

裁判所に接見禁止などの安全確保に関す
る保護命令を申立てるにあたり、申立て方
法や記載方法についての助言や支援を行
うとともに、裁判所からの求めに応じ、書面
を作成し、安全確保に努めます。

裁判所への
書面の提出
件数

－ 2件
十分達成
できた

[重点][新規]
支援計画書作
成による情報の
共有化

男女共同
参画課

個々のケースの（安全確保を踏まえ）きめ
細かな支援計画書を作成し、職員・女性相
談員が情報や対応を共有し、支援体制を
強化します。

支援計画書
作成数

－ 21件

やや不十
分だった

外国人への相
談の配慮

男女共同
参画課

言葉の壁や様々な生活問題を抱える外国
人に対し相談を実施するとともに通訳者の
派遣を依頼し、外国人に配慮した相談体
制を整えます。

外国人の相
談件数

－ 64件
十分達成
できた

女性弁護士によ
る無料法律相談
の実施

男女共同
参画課

離婚や調停など法的支援についての助言
が必要な場合には、女性弁護士が無料法
律相談を実施します。

相談件数 160件 133件

高齢者・障害者
への相談の配
慮

地域福祉
支援課、
障害者支
援課

高齢者および身体・知的・精神など障害の
ある被害者に配慮した相談を行い、関係
部署と連携し迅速な対応を図ります。

65歳以上の
高齢者及び
障害者の相
談件数

－ 76件
十分達成
できた

高齢者や障害者のＤＶ被害については、関係部署との連絡調整をし
て、適切な相談窓口の案内や職員同行での来所相談を実施した。

配偶者暴力相談支援センターでの相談が適切かどうかを事前に判
断し、他機関へ送致し、2次被害を防ぐよう努める。
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№ 事業名 所管課 事業概要 目標 27年度目標 27年度実績 取組状況、今後の課題等評価

15

16

17

18

19

取組の方向５　被害者の安全確保

重篤度の高い
被害者への同
行支援

男女共同
参画課

ＤＶの影響で精神的に疲弊している被害者
や、精神に障がいのある被害者に対応し、
自立のための各種手続等を職員又は女性
相談員が関係部署へ同行支援を行いま
す。

一時保護施設
入所者への訪
問面接

男女共同
参画課

市川市居住のＤＶ被害者が夜間や休日に
警察経由で婦人相談所に緊急一時保護さ
れた場合又は他の一時保護施設へ入所し
た場合、それらの入所者に職員又は女性
相談員が訪問面接を実施し被害者の心情
整理や自立に向けた支援を行います。

一時保護者
への訪問面
接を実施す
る割合

100% 100%
十分達成
できた

同行支援を
行ったケー
ス数

－ 21件
十分達成
できた

手続き等の事務処理が困難なDV被害者に同行支援を実施した。

必要な時に同行支援が実施できるよう、相談体制の充実を図る。

一時保護施設入所者に対して、速やかに訪問面接を実施し、関係
部署と連携し、退所後の自立に向けた支援を行った。

一時保護施設入所者への速やかな訪問面接、自立に向けた支援を
今後も継続していく。

緊急性が高いケースにおいては、婦人相
談所と連携し、ＤＶ被害者とその子どもに
関する情報を共有し、円滑な一時保護を
実施します。

婦人保護施
設等へ緊急
一時保護を
実施した
ケース数

緊急一時保護
の実施

男女共同
参画課

[新規]
被害者の個人
情報の適切な
管理

男女共同
参画課

「市川市個人情報保護条例」に基づき、Ｄ
Ｖ被害者の個人情報の適切な管理を行い
ます。

－ － －
十分達成
できた

相談者の情報・相談内容に関しては、外部へ情報提供しないよう徹
底しており、情報漏洩はない。
関係機関の支援が必要な場合においては、相談者の同意を得た上
で、必要な範囲内で他機関へ情報提供している。

今後も個人情報が守られるよう徹底して管理する。また、個人情報
の取り扱いについて相談者へ説明する。

－ 11件
十分達成
できた

婦人保護施設（シェルター）への一時保護は、生命・身体に危険が
ある相談者で、頼れる親類等がいない場合の緊急対応として実施し
ている。
婦人保護施設等への緊急一時保護件数21件のうち、警察が対応し
た件数が10件で、市が対応したケースが11件であった。

緊急一時保護は、相談者の生活を大きく変えてしまう対応であるこ
とから、相談者に一時保護施設に入所した場合のその後について、
事前に充分説明しておく必要がある。

警察との連携強
化

男女共同
参画課

配偶者暴力相談支援センターとして、警察
と緊密に連携をとりながら加害者から追跡
される危険のある被害者とその子どもの
緊急時の安全確保を行います。

警察と連携
したケース
数

－ 15件
十分達成
できた

緊急に安全確保が必要な場合には、警察と連携し、DV被害者及び
その子どもの安全確保を図った。
また、危険が高まった場合の警察への連絡について助言を行った。

緊急性や危険性を把握したうえで確実に警察につなぎ、安全確保を
図る。
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20

21

22

23

24

取組の方向６　職務関係者の資質向上

基本目標Ⅲ　実効性のある自立支援の充実
取組の方向７　被害者の生活再建支援

処遇困難ケースや危険度の高いケースについて情報共有し、職員
同士が連携して対応できるようにしている。

あらゆるケースに円滑に対応できるよう、体制整備に努める。

配偶者暴力相談支援センターの業務の一つとして、DV証明書の発
行がある。相談者が抱える問題解決の手続きに必要な証明書を発
行した。

必要に応じてDV証明書を発行し、相談者の自立を支援していく。

一時保護施設入所者の転居先を探す（退所後の居住地を確保す
る）ため、入所施設の下見のための同行支援等を実施した。

一時保護施設入所者の不安を和らげるためにも、同行支援を実施
していく。

DV担当職員の経験年数等に応じて、内閣府や県主催の研修会な
どに参加し、スキルアップを図った。

担当職員がスキルアップできるよう、研修会へ積極的に参加してい
く。

県営・市営住宅の入居を希望する相談者に優先入居できるよう証
明書を発行している。平成27年度は、住居確保のための同行支援
を9件実施し、公営住宅入居のためのDV証明書を5枚発行した。

住宅確保が必要な相談者には、賃貸契約等の同行支援や県営・市
営住宅への入居のためのDV証明書を発行し、自立への支援をして
いく。

十分達成
できた

十分達成
できた

処遇困難ケースや危険度の高いケース等
の情報の共有及び支援方法のスキルアッ
プを図り、相談体制の強化を図ります。

会議実施回
数

ケース検討会議
の実施

男女共同
参画課

12回 12回

十分達成
できた

ＤＶ相談担当職
員のスキルアッ
プ

男女共同
参画課

ＤＶ被害者や同伴の家族について、相談で
の初期対応の重要性や緊急一時保護の
連携フロー、各種法的制度など、きめ細や
かな対応に言及したＤＶ被害者対応の手
引きを活用し、ＤＶ担当職員の質の向上を
図ります。また、国や県主催の研修会に参
加していきます。

研修会参加
回数

3回 13回
十分達成
できた

一時保護者、同
伴者への同行
支援

男女共同
参画課

一時保護施設に入所中のＤＶ被害者に対
し、被害者本人の意思を尊重し自立に向
けた転居先探しやアパートの賃貸契約な
ど自立に必要な様々な手続きのため外出
する際に安全確保の観点から同行支援を
実施します。

同行支援を
行ったケー
ス数

－ 10件

住宅確保に向
けた支援

男女共同
参画課

住宅確保について情報提供や助言を行っ
たり、県営住宅・市営住宅等へ優先して入
居できるように証明書を発行します。

賃貸借契約
等の同行件
数及び市営
住宅入居の
ためのＤＶ
証明書の発
行数

－ 14件

住民基本台帳
の閲覧制限、児
童手当の受給
者変更、保険の
離脱・加入等の
ための公的なＤ
Ｖ証明書の発行

男女共同
参画課

住民基本台帳の閲覧制限、児童手当の受
給者変更、保険の離脱・加入等のため、必
要な証明書の申請受付と交付を行いま
す。

ＤＶ証明書
の発行数

－ 136枚

十分達成
できた
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25

26

27

 28

29

取組の方向８　子どもに関する支援

緊急避難するケース、あるいは、緊急避難してきたケースの子ども
については、一時的に学校へ通学していないことから、新しい居住
地で速やかに学校に通学できるように学校関係部署と転出入につ
いて連携を図った。

相談者とその子どもに負担がかからないよう、迅速に関係部署と連
携を図り、新しい居住地での学校生活の開始に向けての支援を
行っていく。

一時保護施設等の退所後の自立に向けて、相談者の実状に合わ
せて、関係部署・機関へ情報提供を実施し、継続的な支援を行っ
た。

関係部署・機関と連携し、相談者に寄り添ったきめ細やかな支援を
していく。

男女共同参画センター主催講座として「就労支援セミナー」を実施し
た。
実施にあたり、相談室にちらしを配布し相談者への周知を行った。

就労についての悩みを抱えている相談者に、就労に関する情報提
供を行っていく。

母子で避難するような緊急性の高いケースを中心に、同伴する子ど
もにも配慮した支援を実施するため、関係部署・機関との細やかな
情報共有を行った。

子どもの健全な発育が図られるよう、関係部署・機関との細やかな
情報共有を行っていく。

十分達成
できた

施設等退所後
の継続的支援

男女共同
参画課

施設退所後及び避難後の自立に向けた支
援の中で、ＤＶ被害者とその子どもの様々
な悩みに対応し、関係部署、関係機関と連
携し継続的支援を実施します。

施設退所者
及び同伴家
族の継続支
援件数

－
15/(全
体)21件

十分達成
できた

就学における支
援と配慮

男女共同
参画課

教育委員会や学校と連携し、ＤＶ被害者の
子どもの転入・転校における支援を行い、
個人情報の取り扱いに配慮します。また、
学校等には、加害者対応について助言を
行います。

義務教育
課、小学
校、中学
校、高等学
校と連携し
たケース数

－

6件

※一時保護
による連携
ケース数

子どもの心のケ
ア・発達支援の
ための関係部
署・関係機関と
の連携

男女共同
参画課

被害者の子どもの心のケア及び健やかな
発達を支援するための相談を実施し、必
要に応じて関係部署や児童相談所と連携
を図ります。

DVを理由に避難を実施、もしくは避難をしてきたケースについては、
新しい居住地で速やかに入園できるように関係部署や保育園と連
携を図った。

相談者とその子どもに負担がかからないよう、迅速に関係部署と連
携を図り、新しい居住地での自立に向けての支援を行っていく。

児童相談所
や関係部署
との連携数

－ 18件
十分達成
できた

就労に向けた支
援

男女共同
参画課

保育園入園に
おける支援と配
慮

男女共同
参画課

ＤＶ被害者が安心して就労できるよう、そ
の子どもの市内の保育園への優先入所に
向けた助言・情報提供を行い、必要に応じ
てＤＶ証明書を保育課へ提出します。ま
た、保育園には加害者対応について助言
を行います。

保育園と連
携したケー
ス数

－ 7件
十分達成
できた

再就職に必要なスキルや情報を習得する
セミナーを男女共同参画センターで実施し
ます。また、千葉県ＤＶ被害者等自立サ
ポート事業の講座の活用やハローワーク
やマザーズハローワークを活用できるよう
に情報提供を行う等就労支援の充実を図
ります。

講座等の開
催数

1回 1回
十分達成
できた
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30

31

32

33

要綱に基づき、ネットワーク実務者会議を開催し、事例の検証、問
題点、課題等についてより実務に即した内容で協議した。

更なる被害者支援の実現に向け、関係機関・部署の実務者レベル
で共通認識、共通理解ができるよう、ネットワーク実務者会議で協
議し連携を強化していく。

要綱に基づき、ネットワーク会議を開催し、関係機関等で対応した事
例の検証、問題点、課題等について周知、協議した。

関係機関、関係部署の連携により、更なる被害者支援実現に向け、
共通認識、共通理解ができるよう、ネットワーク会議で関係部署と協
議していく。

緊急性が高いケースや対応が困難なケースについて、関係機関が
集まりケース検討会議を行った。ただし、相互連携が必要なケース
のほとんどはケース検討会議の形式をとらず、担当職員が随時関
係機関と情報共有しながら密接に連携し対応した。

緊急性の高いケースに関しては、速やかな相互連携により個別
ケース検討会議を実施しないケースがある一方で、計画的支援が
必要で、時間的余裕のあるケースに関しては個別ケース検討会議
を活用していく。

基本目標Ⅳ　ＤＶ根絶の推進体制
取組の方向９　関係機関・関係部署との連携

平成27年度は幼稚園の管理者である園長に向けて、DVの危険性
に加え、保護者から相談を受けた場合の連携部署・機関についてな
どの説明会を実施し理解を深めた。参加人数は市内の全公立幼稚
園長7人。

幼稚園等従事職員は保護者と関わりを持つことから、DV被害を発
見できる機会があるため、関係部署・機関を適切に案内できるよう
研修会を継続していく。

十分達成
できた

[新規]
保育園や幼稚
園に従事する職
員に対する啓発

男女共同
参画課

就学前教育等従事職員を対象に、世代間
連鎖を防ぐ観点からＤＶ家庭で育った子ど
もの心のケアの重要性について関係部署
と連携し研修を実施します。

研修会実施
回数

1回 1回

十分達成
できた

ＤＶ防止ネット
ワーク個別ケー
ス検討会議
の実施

男女共同
参画課

ＤＶ被害者支援のための情報の共有およ
び関係機関・関係部署との個別ケースの
相互連携を目的とした会議を開催します。

会議開催回
数

－ 18回

十分達成
できた

[重点][新規]
家庭等における
暴力対策ネット
ワーク会議の実
施

男女共同
参画課、
地域福祉
支援課、
障害者支
援課、介
護保険
課、子育
て支援課

ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待
の家庭等における様々な暴力に対応する
ため、関係機関等で構成されるネットワー
ク会議の代表者会議を開催し、情報の共
有化を図るとともに連携を強化します。

会議開催回
数

2回 2回
十分達成
できた

[新規]
ＤＶ防止ネット
ワーク実務者会
議の実施

男女共同
参画課

ＤＶ被害者支援のため、関係機関・関係部
署との個別ケースの支援方針の確立、支
援の経過報告およびその評価を行い、新
たな情報を共有することを目的とした会議
を開催します。

会議開催回
数

2回 2回

11
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１ 実施計画策定の趣旨 

配偶者等からの暴力（以下「DV」という。※１）は、犯罪となる行為をも含む重大な人

権侵害です。ＤＶ被害者の多くは女性であり、女性に対する暴力は、個人の尊厳を傷つける

と同時に、男女共同参画社会実現への妨げとなっています。 

こうしたなか、国は、平成 13 年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律（以下「ＤＶ防止法」という。）」を制定しました。その後、平成 19 年 7 月の改正

で、ＤＶに関する基本計画の策定と市町村の施設において配偶者暴力相談支援センターとし

ての機能を果たすことが市町村の努力義務となりました。 

これを受け、本市では、平成 20 年 8 月に改正した「市川市男女共同参画基本計画」の

なかで対応していたＤＶ対策について、ＤＶの防止と被害者の保護・自立支援をより一層き

め細かく、総合的かつ計画的に進めるため、平成 23 年 8 月に本実施計画の第１次実施計

画にあたる「市川市 DV 防止基本計画」を策定し、つづいて平成 23 年 10 月には、配偶者

暴力相談支援センター（ｐ．９参照）の機能を有しました。 

また、国は「ＤＶ防止法」の平成25年の改正で、生活の本拠を共にする交際相手（生活

の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを

除く。）をする関係にある相手をいう。）からの暴力についても、「外部からの発見・介入

が困難であり、かつ、継続的になりやすい」といった配偶者からの暴力と同様の事情があり、

その被害者を救済するために、法律上の支援の根拠の明確化及び保護命令の発令の必要性が

認められることから、配偶者からの暴力に準じてＤＶ防止法の対象とし、対象者の拡大を 

図っています。 

このように制度設計が進むなか、本市では、複雑化するＤＶ被害に対応し、より一層の防

止に努め、ＤＶ被害者の立場に立った切れ目のない支援を行うため、平成 28 年度を最終年

度とする第２次実施計画となる「第２次ＤＶ防止実施計画」の体系を継続しながら見直しを

行い、新たに「第３次ＤＶ防止実施計画」をここに策定するものです。 

 

※１  ＤＶの定義  
本 実施 計 画 に お いて 「 DV」 とは 、 配 偶 者 （ 婚 姻の 届 出 を し てい な い が事 実 上 婚

姻関係と同様の事情にある者を含む）又は元配偶者（事実上離婚したと同様の事情

に入ることを含む）、生活の本拠を共にする交際相手、元生活の本拠を共にする交

際相手（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く）

による身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力、社会的暴力を言います。 

また、配偶者以外の恋人などの親密な間柄にあるパートナーからの暴力を含むも

のとします。  

※  ＤＶがおこる背景  
なぜ、ＤＶはおこり、被害者の多くは女性なのでしょうか。この背景には、固定

的役割分担意識やそれに伴ってできた男女の社会的地位、経済力の格差、暴力容認

などの社会的構造に問 題があると指摘されて います。多くの場合、 夫 (パートナー )

は、支配のための手段、あるいは、服従しないことの罰として暴力を振るいます。

そして「従わない方が悪い」と被害女性を責めます。この根底には「男性はリード

し、女性は従うもの」という固定的役割分担意識と暴力を容認する考えがあるから

です。  

第 1 章  第３次ＤＶ防止実施計画の策定にあたって 
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２ 実施計画の位置づけ 

本実施計画は、市川市男女共同参画社会基本条例第 8 条の規定に基づき策定された「市

川市男女共同参画基本計画」の主要課題６「人権を侵害する暴力の根絶」を実現するための

一部分として位置づけます。 

また、本実施計画は、ＤＶ防止法第 2 条の 3 第 3 項に規定する「市町村における配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（市町村基本

計画）」に相当するものでもあり、本市ＤＶ施策の実施に関する基本的な計画となるもので

す。 

 

 

 イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              整合 

                  

 

 

 

 

 

 

      整合 

 

                            

 
                             

 
   

                

 

 

 

 

第４次男女共同参画基本

計画 

配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保

護のための施策に関

する基本的な方針 

千葉県ＤＶ防止・被害者

支援基本計画（第４次） 

第４次千葉県男女

共同参画計画 

市川市総合計画（I&I プラン） 

市川市男女共同参画基本計画 

国 

千葉県 

市川市 

 

第３次ＤＶ防止実施計画 
 

第６次実施計画 

男女共同参画社会基本法 

市川市男女共同参画社会基本条例 

ＤＶ防止法 
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３ 実施計画の期間  

本実施計画の期間は、平成 29（2017）年度から平成 31（2019）年度までの 3 年間

とします。 

なお、本実施計画は、取組状況や社会情勢の変化、ＤＶ防止法の改正、国の基本的方針の

見直しなどにより新たに計画に盛り込むべき事項が生じた場合には、必要に応じて見直すこ

ととします。 

 

平成 20～22 年度 

(2008～2010) 

平成 23～25 年度 

(2011～2013) 

平成 26～28 年度 

(2014～2016) 

平成 29～31 年度 

(2017～2019) 

 平成 37 年度 

(2025) 

       

 

 

 

       

              

 

 

４ 実施計画の基本理念 

本実施計画の基本理念を「ＤＶの根絶」とします。 

 

 

５ 実施計画の基本目標 

本実施計画の基本理念を実現するため、4 つの基本目標と目標達成に向けた取組の方向を

定め、事業を展開していきます。 

基本目標Ⅰ ＤＶを許さない社会づくり 

基本目標Ⅱ 安全で安心できる相談体制の充実 

基本目標Ⅲ 実効性のある自立支援の充実 

基本目標Ⅳ ＤＶ根絶の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

第３次 

実施計画 

市 川 市 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 

 

第２次 DV 防止 

実施計画 

市川市ＤＶ防止 

基 本 計 画 

(第１次実施計画) 

第４次 

実施計画 

第５次 

実施計画 

第６次 

実施計画 

 

第 ３次 DV 防止 

実 施 計 画 
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６ 実施計画の体系図 

  
　

　

　

　

　

　

 

Ｄ

Ｖ

の

根

絶

ＤＶを許さない社会づくり

基本目標基本理念

安全で安心できる

相談体制の充実

実効性のある

自立支援の充実

DV根絶の推進体制

基本目標 Ⅰ

基本目標 Ⅱ

基本目標 Ⅲ

基本目標 Ⅳ
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取組の方向 事 業

２ ＤＶ予防教育の推進
Ｐ．２２

１． 相談窓口の周知活動
２． ＤＶ根絶強化月間の実施

３． 人権擁護委員との協働
４． 学校におけるデートＤＶ、ストーカーの予防啓発

５． 関係部署に向けた啓発
６． 教育現場の職員に向けた啓発
７． 通報への的確な対応

１６． DV相談担当職員のスキルアップ研修

２６． 家庭等における暴力対策ネットワーク会議の実施
２７． ＤＶ被害者の保護及び支援に関する会議の実施
２８． 個別ケース検討会議の実施
２９． 支援団体との連携

２３． 子どもの心のケア・発達支援のための関係部署・
関係機関との連携

２４． 就学における支援
２５． 保育園等の入園における支援

１７． 生活再建に必要なＤＶ相談証明書の発行
１８． 就労に向けた支援
１９． 施設等退所後に居住する自治体等への情報提供
２０． 保護命令申立てに関する助言・支援
２１． 訪問面接の実施
２２． 同行支援の実施

８． 支援計画による情報共有
９． 女性弁護士による無料法律相談の実施

１０． 外国人への相談の配慮
１１． 高齢者・障害者への相談の配慮
１２． 被害者の個人情報の適切な管理
１３． 相談員ケース検討会議の実施

重点

１４． 警察との連携強化
１５． 緊急一時保護の実施

重点

重点

新規

新規

重点

８ 子どもに関する支援
Ｐ．３２

９ 関係機関・関係部署との連携
Ｐ．３４

７ 被害者の生活再建支援
Ｐ．３０

６ 職務関係者の資質向上
Ｐ．２９

５ 被害者の安全確保
Ｐ．２８

４ 相談業務の充実
Ｐ．２５

３ ＤＶ被害者の発見
Ｐ．２３

１ ＤＶ防止の啓発
Ｐ．２１
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１ 日本国内におけるＤＶ被害及び相談の状況  

○ 配偶者からの暴力事案等の認知件数は依然増加傾向、被害者の多くは女性 

「警察における配偶者からの暴力事案等の認知件数」は、平成２６年が５９，０７２

件で、依然として増加傾向にあります。 

また、警察庁調べにおいて、平成２７年の被害者の性別割合は、男性が１２％、女性

が８８％となっており、被害者の多くは女性です。 

 

警察における配偶者からの暴力事案等の認知件数の推移（警察庁調べ） 

 

 

平成２７年の「配偶者からの暴力事案等の検挙件数」は、８，００６件で、罪種別内

訳は、暴行が最も多く５１．０％、次に傷害が多く３６．９％となっています。 

 

平成２７年 配偶者からの暴力事案等における検挙件数の罪種別割合（警察庁調べ） 

 

第 2 章  ＤＶの現状  
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○ 配偶者暴力相談支援センターのＤＶ相談件数も増加傾向、相談者の多くが女性 

平成２７年１１月現在、配偶者暴力相談支援センターは、全国に２６１ヵ所設置され

ています。うち市区町村が主体となり設置しているのが８８ヵ所です。千葉県内におい

ては、全１８ヵ所設置されており、うち１５ヵ所が千葉県、３ヵ所が市町村（市川市、

千葉市、野田市）となっています。 

ＤＶ相談件数は、平成２２年度では７７，３３４件、平成２６年度は１０２，９６３

件となっており、４年間で約１.３倍に増加しています。 

平成２６年度の相談形態は電話相談が約６４％、来所相談が約３１％となっています。 

 

配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数の推移（内閣府調べ） 

 

 

また、男女別の相談内訳を見ると、女性の割合が高いことがわかります。平成２２年

度から平成２６年度の５年間、いずれも９８％以上が女性の相談者です。 

 

配偶者暴力相談支援センター相談の男女別内訳（内閣府調べ） 

 

77,334 
82,099 

89,490 

99,961 102,963 
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第 2 章 ＤＶの現状 

 

２ 市川市におけるＤＶ相談の状況 

○ 相談件数は平成２４年度以降、年間１，０００件を超える多い状況で推移 

市内のＤＶに関する相談は、警察での緊急的な相談以外に、市川健康福祉センター（市

川保健所）と市役所に相談窓口があります。 

平成２６年度の相談件数は１，４５１件であり、その内訳は市川健康福祉センター（市

川保健所）が２１７件で１５％、市役所が１，２３４件で８５％となっています。配偶

者暴力相談支援センター開設以降、相談件数の多い状況が続いています。 

市川市のＤＶ相談件数（男女共同参画課調べ） 

 

平成２６年度の相談形態を見ると、来所相談が４１２件で２８．４％、電話相談は  

１，０３９件で７１．６％となっており、全国の配偶者暴力相談支援センターの相談の

割合とほぼ同様となっています。 

来所による相談（男女共同参画課調べ） 

 

923 
1,017 

1,526 
1,619 

1,451 

254 
290 

444 
492 

412 
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第 2 章 ＤＶの現状 

 

 

電話による相談（男女共同参画課調べ） 

 

 

 

3 配偶者暴力相談支援センターについて 

本市は、平成 23 年 10 月に配偶者暴力相談支援センターを開設しました。本市の配偶者

暴力相談支援センターは、ＤＶ防止法で定められている機能のうち、 

①相談又は相談機関の紹介 

②被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護 

③被害者及び同伴者の自立生活促進のための情報提供その他の援助 

④保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助 

⑤被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助 

の 5 つの機能を有しています。 

女性相談員がＤＶ被害者からの相談をはじめ、緊急避難支援や緊急一時保護、保護命令申

し立てにおける支援等、継続的にきめ細かく支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

727 
669 

1,082 1,039 
1,127 
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第 2 章 ＤＶの現状 

 

４ 被害者支援フロー図 

被害者の相談

より
基本情報収集

状況確認分析
支 援

計 画
作 成

基本目標Ⅰ

ＤＶを許さない社会づくり

被害者を迅速に
相談窓口へ繋ぐ ４段階で

緊急度を把握

１．チラシ、ＰＲカードを庁内関係
窓口に配布

２．ＤＶ根絶強化月間の実施

３．学校の教職員や生徒へ
デートＤＶとストーカー予防の
啓発

４．関係部署への啓発

５．教育現場職員への啓発

１．住基での確認

氏名・生年月日・住所・家族構

成・国籍

・国保加入・国民年金加入・児

童手当情報・児童扶養手当情

報

２．関係機関等から情報

収集・連携

《緊急度アセスメント》

１．緊急度ＡＡ
⇒ 緊急一時保護

２．緊急度Ａ
⇒ 数日以内に

一時保護
３．緊急度Ｂ
⇒ 別居に向けて

中長期的支援
４．緊急度Ｃ
⇒ 同居しながら

多角的支援
警察・児童相談所

子育て支援課

生活支援課

学校、保育園、病院等

ＤＶでない
相 談

相談窓口の充実

質の高い女性相
談員及び支援セン
ター職員

１．住基での確認

２．その他の関係

部署・関係機関

からの情報

ＤＶで

ある
課長決定

基本目標Ⅱ

安全で安心できる相談体制の充実

相
談
窓
口

庁内関係部署
民生委員

児童委員

市民学校、保育園

幼稚園

医療関係者警察 迅速な審査

緊急性の見極め
親族・知人

ＤＶ判定会議

●同行支援 ●生活保護

●住居確保支援

●学校転校支援

●保育園入所支援

●保険関係支援
●避難先引継ぎ

AA 緊急一時保護

●生活保護 ●学校転校支援
●DV相談証明書の発行

●法律相談、保護命令申立

B 別居をする

●法律相談

●継続的支援

●就労支援

C 継続的支援（生活継続）

市川市に避難してきた人

への支援

支援の主な

４つのパターン

●同行支援 ●生活保護

●住居確保支援

●学校転校支援

●保育園入所支援

●保険関係支援
●避難先引継ぎ

A 一時保護

個別ケース検討会議

実
行

相 談
窓 口

支 援
決 定審 査

支 援
計 画相 談

通報

関係機関
・

関係部署

本人

連

携
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第 2 章 ＤＶの現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援

画
成

共通認識に
基づいた

相 互 連 携

基本目標Ⅲ

実効性のある自立支援の充実

基本目標Ⅳ
ＤＶ根絶の推進体制

ＤＶ対応

行政支援

生活支援

子どもへの支援

司法支援

連携

・支援効果が

でなかった

理由を分析

・今後の支援

方針の再検討

支援計画の

ローリング

※ 自立達成できるまで繰り返す

支援計画に基づく
効果の検証

実
行

【市川市家庭等における暴力対策ネットワーク会議】 【市川市ＤＶ被害者の保護及び支援に関する会議】

・千葉地方法務局市川支局 ・千葉県市川警察署、千葉県行徳警察署
・千葉県市川警察署、千葉県行徳警察署 ・市川児童相談所
・市川児童相談所 ・千葉県女性サポートセンター

・千葉県女性サポートセンター ・市川健康福祉センター

・市川健康福祉センター ・市川市及び市川市教育委員会関係部署
・中核地域生活支援センター がじゅまる 男女共同参画課、子育て支援課、こども入園課
・市川市社会福祉協議会 介護福祉課、障害者支援課、生活支援課

・市川市自立支援協議会 健康支援課、義務教育課

・市川市医師会
・市川市歯科医師会
・市川市介護保険事業者連絡協議会
・市川人権擁護委員協議会
・市川市民生委員児童委員協議会
・市川市保健推進協議会
・市川市青少年相談員連絡協議会
・千葉県弁護士会京葉支部
・市川市及び市川市教育委員会関係部署

支援計画
修 正 報 告

情報共有

効 果
検 証

実 行
援
画

連

携

具体的

支援の実行
新たな状況下での再

支援の策定

被
害
者
の
自
立
及
び
新
生
活
の
再
構
築
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第 3 章 第２次ＤＶ防止実施計画の成果と課題 

 

                                   

 

   

 

１ 基本目標ごとの達成状況 

   平成２６年３月に策定した「第２次ＤＶ防止実施計画」は、平成２６年度から平成２８年

度を計画期間としています。当該計画について、評価・検証等が終了している平成２６年度、

平成２７年度の２年間についての基本目標ごとの進捗状況は以下のとおりです。 

 

【事業評価】 

基本目標 事業数 

平成２６年度達成度  

【十分達成できた・達成

できたと評価された事

業数】 

平成２７年度達成度  

【十分達成できた・達成

できたと評価された事業

数】 

Ⅰ ＤＶを許さない 

社会づくり 
９事業 ７事業 ９事業 

Ⅱ 相談体制の充実 １３事業 １２事業 １２事業 

Ⅲ 被害者支援の 

充実と加害者教育 
８事業 ８事業 ８事業 

Ⅳ 推進体制の充実 ３事業 ３事業 ３事業 

合計 ３３事業 ３０事業 ３２事業 

 

【成果指標とその達成値】 

基本目標 成果指標 
平成２６年度 

目標値 

平成２６年度 

達成値 

平成２７年度 

目標値 

平成２７年度 

達成値 

Ⅰ ＤＶを許さない 

社会づくり 

ＤＶを知っている人の

割合 
９５％ ８８％ ９７％ ９２％ 

Ⅱ 相談体制の充実 

配偶者暴力相談支援セ

ンターを知っている人

の割合 

３０％ ２４％ ４０％ ２２％ 

Ⅲ 被害者支援の 

充実と加害者教育 

基本目標Ⅲの施策が 

進んでいると思ってい

る市民の割合 

１５％ １２％ ２０％ １０％ 

Ⅳ 推進体制の充実 
ＤＶ防止実施計画を 

知っている人の割合 
３０％ １５％ ４０％ １３％ 

 ※達成値はｅ-モニター制度（ｐ．１８参照）を利用したアンケート結果 

第 3 章  第２次ＤＶ防止実施計画の成果と課題 
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第 3 章 第２次ＤＶ防止実施計画の成果と課題 

 

 

基本目標Ⅰ 

成果 関係部署にＤＶ相談窓口のチラシとカードを継続的に配置しました。また、ＤＶ根絶

強化月間には、ＤＶに関するアンケートを実施し、ＤＶ防止セミナーを開催しました。

市内高校生には、デートＤＶのリーフレットを配布し啓発を行いました。学校職員に

向けては、研修を通して啓発を行いました。 

課題 より多くの市民と関係部署の職員がＤＶに関する正しい認識が持てるよう、継続的な

啓発活動が必要です。また、市民団体との協力による啓発活動の強化も必要です。 

 

基本目標Ⅱ 

成果 ＤＶ被害者が自ら問題を解決できるよう、女性相談員による助言や女性弁護士による

法律相談を行いました。被害の危険性が高いＤＶ被害者に対しては、一時保護や保護

命令申し立てによる安全確保を行いました。また、相談員およびＤＶ担当職員の質を

高めるため、外部で開催される研修会に参加しました。 

課題 通訳の手配など外国人が相談しやすい体制整備が必要です。また、相談員およびＤＶ

担当職員は、引き続き研修会に参加し知識と専門性の向上に努めます。 

 

 

基本目標Ⅲ 

成果 ＤＶ被害者とその同伴者の生活再建に関わる行政手続きを円滑にするため、ＤＶ相談

証明書による支援を行いました。また、同伴する子どもの負担も大きいことから、早

期に問題が解決するよう関係部署と連携し、子どもの行政手続きに関する支援や養育

環境への配慮を行いました。 

課題 生活再建は一からのスタートであるため、ＤＶ被害者とその同伴者の心理的負担が大

きいことから、関係部署と綿密に連携し、個々の事情に寄り添ったきめ細やかな支援

を実施することが必要です。 

 

 

基本目標Ⅳ 

成果 ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待の４つのネットワーク会議を一本化した「市

川市家庭等における暴力対策ネットワーク会議」を実施し、関係機関・関係部署との

支援に関する情報共有および連携強化を図りました。 

課題 上記会議にて、ＤＶ被害者が置かれる状況を継続的に関係機関・関係部署と協議し、

支援体制の強化のために必要な情報共有を行うことが必要です。 
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第 3 章 第２次ＤＶ防止実施計画の成果と課題 

 

２ 意識調査（ｅ-モニター制度アンケート）からみえる課題 

  （１）ＤＶの認知度 

過去に実施したｅ-モニター制度でのＤＶに関するアンケート調査結果では、「ＤＶを知

っている」とする回答は概ね９０％を超え、多くの方が「ＤＶ」を認知しているという結果

が出ています。 

ＤＶの認知度調査（ｅ-モニター制度アンケート結果） 

 

☞平成 25 年度はアンケート実施なし 

○ ＤＶの種類別認知度 

過去４年間の調査結果を見ると、「ＤＶを知っている」と回答した方のうち、「身体

的暴力」の認知度は非常に高く、概ね１００％です。「精神的暴力」および「経済的暴

力」の認知度は少しずつ増加しています。「性的暴力」の認知度は横ばいです。 

ＤＶの種類別認知度は、全体的に見ると微増しているという結果が出ています。 

ＤＶの種類別認知度調査（ｅ-モニター制度アンケート結果） 

 

                    ☞平成 25 年度はアンケート実施なし    
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第 3 章 第２次ＤＶ防止実施計画の成果と課題 

 

 （２）ＤＶ被害の状況 

○ ＤＶ被害を受けた経験 

「ＤＶ被害を受けた経験」について、平成２７年度 市川市調査と平成２６年度 内閣

府調査を比較すると、少なくとも１回以上の被害を受けた女性は、本市が１８．７％、

全国が２３．７％であり、男性は、本市が７．１％、全国が１６．６％という結果が出

ています。女性・男性ともに、本市は全国よりもＤＶ被害の割合が少ない状況です。 

 

「ＤＶ被害を受けた経験」について平成 27年度 市川市調査と平成 26年度 内閣府調査の比較 

  

☞内閣府調査は最新調査（平成２６年度）、市川市調査はｅ-モニター制度アンケートを参考 

 

○ 命の危険を感じた経験 

さらに、ＤＶ被害を受けた経験がある方のうち「命の危険を感じた経験」の有無につ

いて、平成２７年度 市川市調査と平成２６年度 内閣府調査を比較すると、女性は本市

が３３．３％、全国が１１．４％であり、男性は本市が１４．９％、全国が５．７％と

いう結果が出ています。女性・男性ともに、本市は全国よりも重篤な被害を受ける割合

が高い状況にあり、危険度の高いＤＶ被害者の支援が求められます。 

 

「命の危険を感じた経験」について平成 27年度 市川市調査と平成 26年度 内閣府調査の比較 

  

☞内閣府調査は最新調査（平成２６年度）、市川市調査はｅ-モニター制度アンケートを参考 
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第 3 章 第２次ＤＶ防止実施計画の成果と課題 

 

 （３）相談先の状況 

「もしＤＶ被害を受けた場合どこに相談するか」について調査したところ、女性・男性と

もに類似した傾向にあり、最も多かったのが「親族や友人」で女性６３．２％・       

男性４６．６％、次に「警察」で女性３８．０％・男性３８．７％、続いて「市町村の窓口」

で女性３３．２％・男性３０．０％でした。このことから、ＤＶ被害者にとって身近な窓口

として期待されているのは警察や市町村であることがわかります。 

 

ＤＶ被害を受けた場合の相談先（平成 27年度ｅ-モニター制度アンケート結果） 
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第 3 章 第２次ＤＶ防止実施計画の成果と課題 

 

（４）ＤＶ防止のために求められているもの 

「本市の９つのＤＶ防止の取り組みの中で、今後、特に力を入れてほしいこと」につい

て調査したところ、「ＤＶ被害者の早期発見のための取り組み」が最も多く４５％、続い

て「ＤＶ被害者の安全確保体制の充実」が多く４１％という結果が出ています。この結果

を見ると、まず、１人でも多くのＤＶ被害者が相談窓口につながること、そして、安全確

保が図られることが求められていることがわかります。 

 

ＤＶ防止のために力を入れる取り組み（平成 27年度ｅ-モニター制度アンケート結果） 
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第 3 章 第２次ＤＶ防止実施計画の成果と課題 

 

【ｅ-モニター制度について】 

ｅ-モニター制度とは、市川市が運営する登録制のアンケート制度です。モニター登録している方を対象に、アンケート調査を

行い集計しています。この結果は、市政の参考資料として活用されます。 

 

〔本章で参考とした e-モニター制度「ＤＶに関するアンケート」の回答者属性〕 

 

●平成２７年度調査 
  

調査方法 インターネットおよび電子メールにてアンケート調査 

調査期間 平成２８年２月１５日 ～ 平成２８年２月２８日 

調査実施機関 市川市総務部男女共同参画課 

有効回答数 １，３０５人 

回答者属性 

性別：女性 ６４２人／男性 ６６１人／不明 ２人 

年代：１０代 ２人(０．２％)、２０代 ２１人(１．６％)、３０代 １８６人(１４．３％)、 

４０代 ４０６人(３１．０％)、５０代 ２７１人(２０．７％)、 

６０代 ２１６人(１６．７％)、７０代 １７０人(１３．０％)、 

８０代 ２９人(２．２％)、不明 ４人(０．３％) 

 

 
 

●平成２６年度調査   

調査方法 インターネットおよび電子メールにてアンケート調査 

調査期間 平成２７年３月１６日 ～ 平成２７年３月２６日 

調査実施機関 市川市総務部男女共同参画課 

有効回答数 １，３１３人 

回答者属性 

性別：女性 ６３８人／男性 ６７５人 

年代：１０代 ２人(０．１％)、２０代 １８人(１．３％)、３０代 １９７人(１５．０％)、 

４０代 ４０５人(３０．８％)、５０代 ２５７人(１９．５％)、 

６０代 ２２５人(１７．１％)、７０代 １７５人(１３．３％)、 

８０代 ３３人(２．５％)、不明 １人(０．０７％) 

 

 

●平成２４年度調査 

 

調査方法 インターネットおよび電子メールにてアンケート調査 

調査期間 平成２５年３月６日 ～ 平成２５年３月２０日 

調査実施機関 市川市総務部男女共同参画課 

有効回答数 １，１００人 

回答者属性 

性別：女性 ５６５人／男性 ５３４人／不明 １人 

性別：１０代 ３人(０．３％)、２０代 ３９人(３．５％)、３０代 ２３０人(２０．９％)、 

４０代 ３６３人(３３．０％)、５０代 １６４人(１４．９％)、 

６０代 １７７人(１６．１％)、７０代 １１１人(１０．１％)、８０代 １２人(１．１％) 

 

※ 回答者属性の数値は、四捨五入の関係で合計が 100%にならないことがあります。 
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第 4 章 第３次ＤＶ防止実施計画の考え方 

 

 

 

 

 

第３次ＤＶ防止実施計画は、実効性のある計画とするため、以下の考え方で策定しています。 

 

１ 事業選定の考え方 

 本実施計画の事業は「第２次ＤＶ防止実施計画」の成果と課題を踏まえ選定しています。

既存の事業を継続・統合により整理し、課題解決のために必要な新たな事業を加え、実効性

のある事業を展開していきます。 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 重点事業選定の考え方 

まず、本市のＤＶ施策に関する市民の方の期待は、「ＤＶ被害者の早期発見」であること

から、ＤＶ防止のために、より一層、身近な相談窓口の周知活動に取り組みます。 

次に、本市の相談内容は、児童虐待や高齢者虐待、障害者虐待、生活困窮と関係するもの

が多く、非常に複雑化・多様化しています。さらには、外国人からの相談も多く、通訳の必

要性も高まっている状況です。また、早急な安全確保が必要な緊急性の高い事例や対応困難

な事例も増えていることから、相談体制のさらなる充実と一層きめ細やかなＤＶ被害者の自

立支援が必要です。このことから、個々の事情に合った実効性の高い支援を計画、実施でき

るよう支援体制の強化、外国人が安心して相談できるよう相談体制の強化に取り組みます。 

また、ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待の４つの暴力対策のネットワーク会議を

一本化し設置した「市川市家庭等における暴力対策ネットワーク会議」により、各関係機関・

部署との連携強化、ＤＶ被害者支援に関わる情報共有と環境整備など、暴力対策の取り組み

の実効性を高めていきます。 

これらの４事業を重点事業として、ＤＶ防止及びＤＶ被害者支援に取り組みます。 

 

３ 目標設定の考え方 

① 可能な限り適切な目標数値や期間を設定するとともに、その達成状況について進行管理

を行います。 

② ＤＶ被害者の支援に関わる事業では、目標数値の設定が適さないものもあることから、

このような事業ついては、実績値による報告を行います。 

③ 市民の視点での評価として、基本目標ごとに成果指標（アウトカム指標）を設定してい

ます。 

第 4 章  第３次ＤＶ防止実施計画の考え方 

 

第 2 次ＤＶ防止実施計画  

３３事業 

   継続事業 ２７事業 

統合事業  ６事業 

  新規事業  ２事業 

第３次ＤＶ防止実施計画 

２９事業 

-19-



第５章 実施計画事業 

 

 

 

 

１ 進行管理事業について 

   本実施計画において進行管理をしていく事業です。この事業は、原則として目標および

目標値を設定して、実施状況を把握、管理し、その進捗を評価、検証します。一部、目標

を設定することが事業の目的に適さない場合については、目標を設定していません。 

 

２ 進行管理について 

   本実施計画の進行管理事業は、毎年度、評価・検証を行い、その結果を市川市男女共同

参画推進審議会に報告するとともに、市民に公表します。また、必要に応じて本実施計画

のローリングを行います。 

 

３ 評価について 

  本実施計画は目標数値と実績から評価し、事業報告書を作成します。事業報告書では、

３年間の目標値、実績、取組状況、今後の課題等を記載します。 

   進行管理事業の評価については、４段階評価（十分達成できた／概ね達成できた／やや不

十分だった／不十分だった）を行います。 

 

 

        

ＤＶのない社会を実現するためには、市民一人ひとりが、ＤＶは犯罪となる行為をも含む重

大な人権侵害であること、そして暴力は絶対に許されるものではないことを、よく理解し正し

い知識を持つことが重要であり、ＤＶを未然に防止することが第一歩です。そこで、本実施計

画では、ＤＶを許さない社会づくりを目指すため、「ＤＶ防止の啓発」、「ＤＶ予防教育の推

進」、「ＤＶ被害者の発見」の３つを取組の方向として定め、事業を展開していきます。 

成果指標 
平成 27 年度 

現状値 

目標値 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

【認知度】 

ＤＶを知っている人

の割合 

９２％ 

（e-モニターアンケート） 
９０％以上 ９０％以上 ９０％以上 

 【ＤＶの認知度調査】問：あなたは「ＤＶ」をご存知ですか。 

 
ｅ-モニター制度による「ＤＶに関するアンケート」結果 

第５章  実施計画事業 

 

基本目標 

Ⅰ
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第５章 実施計画事業 

 

「ＤＶ」と聞いて何をイメージしますか？おそらく、殴る、蹴るといった「身体的暴力」を想

像する方が多いと思います。しかし、ＤＶは「身体的暴力」だけではありません。暴言を吐くな

どの「精神的暴力」、お金を渡さないなどの「経済的暴力」、性行為を強要するなどの「性的暴

力」のほか、友人関係などを制限する「社会的暴力」や、携帯電話やＳＮＳを制限する「デジタ

ル暴力」などに細分化することもあります。このようにＤＶはさまざまな「暴力」を含んでいる

ことを知っておかなければなりません。 

ほかに、自身が受けている行為がＤＶであるにもかかわらず、ＤＶと認識できないでいる DV

被害者もいますので、ＤＶの正しい認識を持つことはとても大切です。 

そこで、ＤＶを許さない社会づくりの目標達成に向けた一つとして、ＤＶについての正しい知

識と理解を得るための情報提供と啓発活動、身近な相談窓口の周知に取り組みます。 

 

【ＤＶの種類別認知度調査】問：あなたが知っている「ＤＶ」はどれですか。 

 

ｅ-モニター制度による「ＤＶに関するアンケート」結果 

 

事 業 名 １．相談窓口の周知活動                   重点 

事 業 概 要 

相談窓口の周知のため、案内チラシ・カードを関係部署の窓口に配布しま

す。また、外国人への周知として、５ヶ国語（英語・中国語・韓国語・タ

ガログ語・スペイン語）に対応した案内チラシ・カードも配布します。 

所 管 課 男女共同参画課 

目 標 配布箇所数 

目 標 数 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

７０箇所 ７０箇所以上 ７０箇所以上 ７０箇所以上 

取組の方向 １ ＤＶ防止の啓発 
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第５章 実施計画事業 

 

 

 

 

 

ＤＶを許さない社会づくりを目指すにあたり、将来を見据え、「人権を尊重し暴力は絶対に許

さない」という意識を、子どものうちから根づかせることがとても重要です。 

そこで、本市の人権擁護委員と連携し、子どもたちに向けて教育事業を実施していきます。 

また、交際相手からの暴力（デートＤＶ）は、中学生・高校生・大学生といった若者が遭遇す

るケースが多く、交際関係のもつれによっては、ストーカー行為に及んだり、ストーカー被害を

受けたりする恐れもあることから、本市では中学生・高校生を対象に、デートＤＶとストーカー

の予防啓発に取り組みます。 

 

 

 

事 業 名 ２．ＤＶ根絶強化月間の実施 

事 業 概 要 

本市は、内閣府が主唱する「女性に対する暴力をなくす運動」に併せた取

り組みとして、毎年１１月をＤＶ根絶強化月間と位置づけ、市民に向けて

ＤＶ防止の啓発を行います。 

所 管 課 男女共同参画課 

目 標 啓発活動回数 

目 標 数 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１回 １回 1 回 １回 

事 業 名 ３．人権擁護委員との協働 

事 業 概 要 

人権擁護委員と協働し、小学生（市立小学校３９校）を対象に人権教室

を毎年３９校、中学生（市立中学校１６校）を対象に人権講演会を毎年

２校行います。 

所 管 課 男女共同参画課 

目 標 実施校数 

目 標 数 値 

現 状（平成27年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

４１校 ４１校 ４１校 ４１校 

取組の方向 ２ ＤＶ予防教育の推進 
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第５章 実施計画事業 

 

 

 

 

 

 

ＤＶは、家庭内で起こることから外部からは発見しづらいため、潜在化しやすく、その行為が

徐々にエスカレートし、被害が深刻化する特性があります。 

深刻な被害が起こる前に一人でも多くのＤＶ被害者を発見するため、市役所の窓口や学校、保

育園、幼稚園などの早期発見が可能な部署に向けて啓発していきます。 

この啓発により、ＤＶ被害者を発見した場合、各部署で適切な相談窓口へと繋げられるように

します。 

 

 

 

事 業 名 ４．学校におけるデートＤＶ、ストーカーの予防啓発     新規 

事 業 概 要 
学校の教職員や生徒を対象に、デートＤＶやストーカーの予防啓発に取り

組みます。 

所 管 課 男女共同参画課 

目 標 啓発活動回数 

目 標 数 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１回 １回 １回 １回 

事 業 名 ５．関係部署に向けた啓発 

事 業 概 要 

市役所内の窓口でＤＶ被害者を発見した場合、速やかに相談窓口を案内でき

るよう、職員に向けて「ＤＶとは何か」、「被害者を発見したときの対応方

法」などがわかるような啓発を実施します。 

所 管 課 男女共同参画課 

目 標 市役所内の職員に向けた情報発信回数（啓発メール） 

目 標 数 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

― １回 １回 １回 

取組の方向 ３ ＤＶ被害者の発見 
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第５章 実施計画事業 

 

 

 

 

事 業 名 ６．教育現場の職員に向けた啓発 

事 業 概 要 

教育現場でＤＶ被害者を発見した場合、速やかに相談窓口を案内できるよう

小中学校、幼稚園、保育園の職員に向けて「ＤＶとは何か」、「被害者を発

見したときの対応方法」などがわかるような啓発をしていきます。 

所 管 課 男女共同参画課 

目 標 教育現場の職員に向けた情報発信回数（啓発ペーパー） 

目 標 数 値 

現 状（平成27年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

― １回 １回 １回 

事 業 名 ７．通報への的確な対応 

事 業 概 要 

通報は、主に市民からと医療機関からに分けられます。 

市民の通報者に対しては、加害者に知られないよう配慮しつつ、ＤＶ被害者

へ配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談するよう協力を求めます。 

医療機関の通報者に対しては、ＤＶ被害者の状況確認を依頼するとともに、

入院や通院をする重篤な場合には、ＤＶ担当職員や相談員が当該医療機関に

出向き相談に応じられることを伝えてもらい、相談の意思確認を依頼しま

す。 

暴力の抑止等で警察が緊急対応している場合は、必要に応じて連携し、ＤＶ

被害者の安全確保を行います。 

※医療関係者の通報は、原則として、ＤＶ被害者から通報することへの同意

が得られた場合のみ行います。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 市民や医療機関からの通報件数 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

７件 ― ― ― 
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第５章 実施計画事業 

 

 

       
 

 

ＤＶ被害者支援のためには、まず、ＤＶ被害者が安全に安心して相談できる体制を整備すること

が必要です。充実した相談体制を確立するため「相談業務の充実」、「被害者の安全確保」、「職

務関係者の資質向上」の３つを取組の方向として定め、事業を展開していきます。 

 

成果指標 
平成 27 年度 

現状値 

目標値 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

【認知度】 

本市にＤＶに関する 

相談窓口があることを

知っている人の割合 

― ２５％ ３０％ ３５％ 

 

 

＜参考＞ＤＶ相談窓口の認知度調査 

問：市川市では配偶者暴力相談支援センターを開設し、ＤＶ防止に向け相談機能を強化してい

ます。あなたは、「配偶者暴力相談支援センター」をご存知ですか。 

 
ｅ-モニター制度による「ＤＶに関するアンケート」結果 

 

 

 

 

 

安全で安心できる相談体制の一つとして、本市では、平成２３年１０月に配偶者暴力相談支援セ

ンターを開設しました。配偶者暴力相談支援センターでは、ＤＶ被害者からの相談を受け、個々の

状況に応じた情報提供や助言を行っています。また、生活再建が必要なＤＶ被害者には、支援計画

を立て、自立まで切れ目のない支援ができるような体制をとっています。 

 

 

 

取組の方向 ４ 相談業務の充実 

基本目標 

Ⅱ 

-25-



第５章 実施計画事業 

 

 

事 業 名 ８．支援計画による情報共有                 重点 

事 業 概 要 
個々のケースの状況に配慮し支援計画を立てます。女性相談員や担当職員

が相談者に関する情報や支援方法を共有し、支援体制を強化します。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 支援計画に基づき会議を実施したケース数 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

２１ケース ― ― ― 

 

 

 

 

事 業 名 １０．外国人への相談の配慮                重点 

事 業 概 要 
ＤＶ被害を受けている外国人への相談を行います。言葉の壁がある外国人

ＤＶ被害者には通訳を依頼できるような相談体制の整備に取り組みます。 

所 管 課 男女共同参画課 

目 標 ＤＶ被害者の支援者を養成する講座の実施回数 

目 標 数 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

― １回 １回 １回 

 

 

 

事 業 名 ９．女性弁護士による無料法律相談の実施 

事 業 概 要 
離婚や調停など法的支援についての助言が必要な場合には、女性弁護士が

無料法律相談を実施します。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 弁護士相談件数 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１３３件 ― ― ― 

-26-



第５章 実施計画事業 

 

 

事 業 名 １１．高齢者・障がい者への相談の配慮 

事 業 概 要 

高齢者および身体・知的・精神など障がいのあるＤＶ被害者（虐待被害者

を含む）に配慮した相談を行います。必要に応じて関係部署と連携し、迅

速な対応を図ります。 

所 管 課 男女共同参画課、介護福祉課、障害者支援課 

報 告 ６５歳以上の高齢者および障害者の相談件数（延べ件数） 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

８５件 ― ― ― 

 

 

 

 

事 業 名 １３．相談員ケース検討会議の実施 

事 業 概 要 
支援が困難なケースや危険度の高いケース等の情報共有および支援方法の

検討を行い、相談体制の強化を図ります。 

所 管 課 男女共同参画課 

目 標 会議実施回数 

目 標 数 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１２回 １２回 １２回 １２回 

 

 

 

事 業 名 １２．被害者の個人情報の適切な管理 

事 業 概 要 
「市川市個人情報保護条例」に基づき、ＤＶ被害者の個人情報の適切な管

理を行います。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 管理体制について 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

― ― ― ― 
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ＤＶ被害者および同伴する子どもの緊急時の安全確保は、配偶者暴力相談支援センターの機能の

一つです。ＤＶ被害者が一時保護を求めた場合、施設に一時保護を依頼するほか、社会資源を積極

的に活用し安全な避難場所を探します。また、避難場所への同行支援も行い、ＤＶ被害者および同

伴する子どもの安全な移動に配慮します。 

特に、加害者からの追及によって危害を加えられる恐れが高い場合は、警察と緊密に連携し、安

全確保が図れるような体制を取ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 １４．警察との連携強化 

事 業 概 要 
加害者から追及される危険性が高いＤＶ被害者および同伴する子どもにつ

いて、警察と緊密に連携をとりながら安全確保を図ります。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 警察と連携した件数（延べ件数） 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１５件 ― ― ― 

事 業 名 １５．緊急一時保護の実施 

事 業 概 要 
安全確保の緊急対応が必要な場合は、一時保護施設等に依頼し、ＤＶ被害

者および同伴する子どもを一時保護します。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 緊急一時保護を実施した件数 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１１件 ― ― ― 

取組の方向 ５ 被害者の安全確保 
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ＤＶ被害者への支援を適切に行うためには、職務関係者の資質向上が欠かせません。 

そして、ＤＶ被害者が早期に問題を解決するためには、職務関係者が問題解決の手段となりうる

適切な社会資源について情報提供することが求められます。 

また、職務関係者には様々な悩みや複雑な問題を抱えるＤＶ被害者それぞれの事情に沿った支援

をコーディネートする力も求められます。 

そこで、女性相談員をはじめとする職務関係者が、研修等を通じて支援に必要な知識や情報を吸

収し、個々でスキルアップに励み、人材面でも相談体制を充実させていきます。 

 

 

 

       

 

ＤＶ被害者にとって、身体に危険がある場合、まずは加害者から離れることが重要です。しかし、

それだけでは問題は解決しません。新しい生活を始めるためには、乗り越えなければならない多く

の壁があります。 

例えば、着の身着のまま避難した場合には、一時的に財産を失い、生活費がないといった経済的

な問題や住む場所がないといった住居の問題が発生します。また、同伴する子どもがいる場合は転

校や転園の問題などがあり、ＤＶ被害者が生活再建するためにはたくさんの問題を解決しなければ

なりません。 

そこで、本市では「被害者の生活再建支援」と「子どもに関する支援」の２つを取組の方向とし

て事業を展開し、ＤＶ被害者および同伴する子どもが安心して生活できるようになるまで支援して

いきます。 

事 業 名 １６．ＤＶ相談担当職員のスキルアップ研修 

事 業 概 要 

相談にきめ細やかに対応するため知識の習得、潜在している危険性を見抜

く視点、各種法的制度の理解など、個々のＤＶ相談担当職員が国や県等が

主催する研修会に積極的に参加し、スキルアップを図ります。 

所 管 課 男女共同参画課 

目 標 研修会参加数 

目 標 数 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１３回 

3 回以上 3 回以上 3 回以上 

※国が実施する研修１回、千葉県が実施する研修２回

の継続的な参加を目標としています。 

取組の方向 ６ 職務関係者の資質向上 

基本目標 

Ⅲ 
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第５章 実施計画事業 

 

 

成果指標 
平成２７年度 

現状値 

目標値 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

【認知度】 

本市のＤＶに関する

相談窓口の機能を 

知っている人の割合 

― 
設定のため 

調査中 

設定のため 

調査中 

設定のため 

調査中 

※e モニター制度アンケートにて調査し、その結果を成果指標とします。 

上記の指標は、本市のＤＶに関する相談窓口を知っている人のうち、その機能についても知ってい

る人の割合とします。本市のＤＶに関する相談窓口の機能は、配偶者暴力相談支援センターの機能

である「①相談又は相談機関の紹介」「②被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保

護」「③被害者及び同伴者の自立生活促進のための情報提供その他の援助」「④保護命令制度の利用

についての情報提供その他の援助」「⑤被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供そ

の他の援助」と定義します。 

 

 

 

ＤＶ被害者にとって、まずは安全確保が大切ですが、安全確保ができた後は安定した生活を送る

ための生活再建が必要になります。 

本市ではＤＶ被害者がいち早く生活再建できるよう、福祉制度を活用した支援をはじめ、住宅確

保に関する支援や就労に関する支援等、個々の状況に合わせ、きめ細やかに支援していきます。 

 

 

事 業 名 １７．生活再建に必要なＤＶ相談証明書の発行 

事 業 概 要 
住民基本台帳の閲覧制限、児童手当の受給者変更、保険の離脱・加入等の

ために必要なＤＶ相談証明書を発行します。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 ＤＶ相談証明書の発行件数 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１３６件 ― ― ― 

 

 

 

 

取組の方向 ７ 被害者の生活再建支援 

-30-



第５章 実施計画事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 １８．就労に向けた支援 

事 業 概 要 
就労支援に関するセミナー等を実施します。また、千葉県が実施する講座

やハローワークを活用できるよう就労支援に関する情報提供も行います。 

所 管 課 男女共同参画課 

目 標 セミナー等の実施回数 

目 標 数 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１回  1 回 1 回 1 回 

事 業 名 １９．施設等退所後に居住する自治体等への情報提供 

事 業 概 要 
一時保護施設退所後の継続的な自立支援の一つとして、ＤＶ被害者とその

子どもの状況に応じて、居住する自治体等に情報提供を行います。 

所 管 課 男女共同参画課、子育て支援課、障害者支援課、介護福祉課、生活支援課 

報 告 居住する自治体等への情報提供件数 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１５件 ― ― ― 

事 業 名 ２０．保護命令申立てに関する助言・支援 

事 業 概 要 保護命令の申立てや申立書の記載方法についての助言や支援を行います。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 裁判所への書面提出件数 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

２件 ― ― ― 
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ＤＶはほとんどが家庭内で起こり、外部からは発見しづらい特徴があります。ＤＶが起こる家庭

環境で育つ子どもの多くは、心身に深刻な影響を受け、健全な発育に支障をきたすことも少なくあ

りません。 

子どもの健全な発育のためにも、関係機関や関係部署と連携し、同伴する子どもに配慮した支援

を行います。 

 

 

 

事 業 名 ２１．訪問面接の実施 

事 業 概 要 
ＤＶ被害者の状況に応じて、女性相談員またはＤＶ担当職員が訪問面接し、

ＤＶ被害者の心情整理や自立に向けた支援を行います。 

所 管 課 男女共同参画課、子育て支援課、障害者支援課、介護福祉課、生活支援課 

報 告 訪問面接の実施件数（延べ件数） 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１５件 ― ― ― 

事 業 名 ２２．同行支援の実施 

事 業 概 要 
ＤＶ被害者および同伴者に必要な病院の受診や母子生活支援施設の見学、施

設入所のための面接など日常生活や生活再建に必要な同行支援を行います。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 同行支援の実施件数（延べ件数） 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１０件 ― ― ― 

取組の方向 ８ 子どもに関する支援 
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事 業 名 ２３．子どもの心のケア・発達支援のための関係部署・関係機関との連携                 

事 業 概 要 
ＤＶ被害者の子どもの心のケアおよび健やかな発達を支援するため、必要

に応じて関係部署や児童相談所と連携を図ります。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 児童関係部署と連携した件数（延べ件数） 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１８件 ― ― ― 

事 業 名 ２４．就学における支援 

事 業 概 要 

教育委員会と連携し、ＤＶ被害者の子どもの転入・転校における支援を行

います。また、学校にＤＶ加害者の追及がある場合には、対応についての

助言を行います。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 学校関係部署と連携した件数（延べ件数） 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

6 件 

※一時保護による 

連携ケース数 

― ― ― 

事 業 名 ２５．保育園等の入園における支援 

事 業 概 要 

ＤＶ被害者が生活再建のために就労できるよう、必要に応じてＤＶ相談証

明書を発行し、同伴する子どもの保育園等の入園のための支援を行います。

また、保育園等にＤＶ加害者の追及がある場合には、対応についての助言

を行います。 

所 管 課 男女共同参画課 

報 告 保育関係部署と連携した件数（延べ件数） 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

７件 ― ― ― 
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ＤＶ被害者支援には、住民基本台帳の閲覧制限や裁判所への保護命令申立てといったＤＶ被害者

の安全を守るための支援、生活全般に関わる福祉支援、同伴する子どもに関する子育て支援等、様々

なものがあります。 

本市では、ＤＶ被害者に配慮した切れ目のない支援を実施するため、関係機関・関係部署がＤＶ

に関する共通理解を持ち、緊密に連携していきます。 

また、ＤＶ被害者を支援するための活動をしている団体とも連携し、ＤＶ被害者に寄り添える体

制づくりを推進します。 

成果指標 
平成２７年度 

現状値 

目標値 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

【期待値】 

市の行政支援に期待

する人の割合 

― 
設定のため 

調査中 

設定のため 

調査中 

設定のため 

調査中 

※e モニター制度アンケートにて「家庭等で暴力が起きた場合に、市の行政支援を期待するかどうか」

について調査し、その結果を成果指標とします。 

 

 

本市では、DV、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待等の家庭における暴力に対応する支援体制

を整備するため、「市川市家庭等における暴力対策ネットワーク会議」を平成２５年度に設置しま

した。当該ネットワーク会議において、警察や千葉県女性サポートセンター等の行政機関や各関係

機関の代表者が集まり、情報を共有し、役割を明確化し、あらゆる暴力の根絶を目指して連携して

いきます。 

事 業 名 ２６．家庭等における暴力対策ネットワーク会議の実施    重点 

事 業 概 要 

ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待等の家庭における様々な暴力

に対応するため、関係機関で構成されるネットワーク会議の代表者会議

を開催し、情報の共有化を図るとともに連携を強化します。 

所 管 課 男女共同参画課 

目 標 会議開催回数 

目 標 数 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

２回 2 回 2 回 2 回 

基本目標 

Ⅳ 

取組の方向 ９ 関係機関・関係部署との連携 
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事  業  名 ２７．ＤＶ被害者の保護及び支援に関する会議の実施 

事  業  概  要 

ＤＶ被害者支援のため、関係機関・関係部署との個別ケースの支援方針

の確立、支援の経過報告およびその評価を行い、新たな情報を共有する

ことを目的とした会議を開催します。 

所   管   課    男女共同参画課 

目      標 会議開催回数 

目  標  数  値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

２回 2 回 2 回 2 回 

事  業  名 ２８．個別ケース検討会議の実施 

事  業  概  要 
ＤＶ被害者支援のための情報の共有および関係機関・関係部署との個別

ケースの相互連携を目的とした会議を開催します。 

所   管   課    男女共同参画課 

報 告 会議開催回数 

実 績 報 告 値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１８回 ― ― ― 

事  業  名 ２９．支援団体との連携                  新規 

事  業  概  要 
ＤＶ被害者の支援のための活動をしている団体と連携し、ＤＶ防止の啓

発活動やＤＶ被害者支援のための事業を行います。 

所   管   課    男女共同参画課 

目      標 協働事業の実施回数 

目  標  数  値 

現 状（平成 27 年度） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１回 １回 １回 １回 
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【役割】 【参加者】 【開催頻度】 【活動内容】

・支援に係る ・各機関の代表者 ・年１～２回 ①関係機関との連携・協力

環境整備 ・情報交換

②広報・啓発 など

ネットワーク会議（代表者）
【事務局】総務部男女共同参画課

市川市家庭等における暴力対策ネットワーク会議の体系図

警察

民生委員

児童委員

社会
教育施設

健康福祉
センター

児童
相談所

人権擁護
委員協議会

学校・
教育委員会

医療機関 民間団体

法務局
社会福祉
協議会

弁護士会

市役所

高齢者虐待
ネットワーク会議

実務者会議

市川市ＤＶ被害者の保護及び支援に関する会議 障害者虐待
ネットワーク会議

実務者会議

いちかわ・子ども
人権ネットワーク

要保護児童対策

地域協議会

実 務 者 会 議
【役割】 【活動内容】

・各実務者会議の課題への支援 ①定例的な情報交換

・情報の共有化 ②代表者会議への報告

・個別ケースの相互連携な支援

市役所内

子育て支援課

こども入園課

介護福祉課

障害者支援課

生活支援課

健康支援課

義務教育課

課長

主幹

担当者

担当者

相談員

市役所内

必要に応じて

個別ケース検討会議 いちかわ・子ども
人権ネットワーク

個別ケース検討会議

障害者虐待
ネットワーク会議

個別ケース検討会議

個別ケース検討会議
【役割】 【活動内容】

・個別ケースの支援 ①支援方針の確立

②支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

＜所管＞
介護福祉課

外部

必要に応じて

外部

市川警察署

行徳警察署

市川児童相談所

千葉県女性サポートセンター

市川健康福祉センター

＜所管＞
男女共同参画課

＜所管＞
子育て支援課

＜所管＞
障害者支援課

＜所管＞
男女共同参画課

＜所管＞
子育て支援課

＜所管＞
介護福祉課

＜所管＞
障害者支援課

女性
サポート
センター

児童福祉
施設

高齢者虐待
ネットワーク会議

虐待ケース会議
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第５章 実施計画事業 

 

　 　 　 　 　　 　　　　　　　　　　　　　　

　 　 　

　 　 　

　 　

　 　
　

　 　 　

　
　 　 　 　

　
　

　　　　　　　 　 　 　 　
　

　
　
　

　

　

　

　 　
　

　

 

　

　　　　　　　

　

　 相

談

◎市営住宅の優遇制度

◎母子生活支援施設等への入寮

◎就業支援関連セミナー等の

情報提供

◎学校・幼稚園・保育園との

ケース協議
◎児童相談所とのケース協議

◎継続したケース相談

【支援内容】

・相談、助言
・緊急時における

被害者の安全確保
・保護命令申立て等の助言、
支援

・ＤＶ相談証明書等の発行

・一時保護施設への同行、
助言

・自立支援のための情報
提供、助言

書
面
の
提
出

Ｄ Ｖ 被 害 者

市川市配偶者暴力相談支援センターと関係機関等との連携図

○市民・市民団体

○学校
○幼稚園・保育園

○医療機関
○民生委員児童委員等

○児童相談所

○他自治体の相談窓口

○民間協力団体

加害者を引き離
してほしい

連携

案内・誘導・通報

連携

市川市配偶者暴力
相談支援センター

（地域配偶者暴力相談支援センター）

自立支援事業

【支援内容】

・相談、助言
・緊急時における

被害者の安全確保
・保護命令申立て等の
助言、支援

・ＤＶ証明書等の発行
・一時保護施設への

同行、助言
・自立支援のための
情報提供、助言

地域で発見

関係機関

相手方（加害者）

申立人の配偶者・元配偶者

（事実婚を含む）

・相談、カウンセリング
・緊急時の安全確保
・一時保護
・生活再建支援、保護命令申立て等の助言
・一時保護施設の利用についての情報提供、
助言等

・関係機関との連絡調整
・その他の援助

●市庁舎内の窓口

市の窓口で発見

千

葉

地

方

裁

判

所

保
護
命
令
発
令

保
護
命
令
申
立

○DV相談・被害者の保護
子育て支援課
(子ども家庭総合支援ｾﾝﾀｰ)

○被害者の一時保護
子育て支援課
生活支援課
障害者支援課
介護福祉課

○被害者の生活再建支援
生活支援課
市民課
国民健康保険課
こども福祉課
こども入園課

庁内関係部署

連携

警 察

・暴力の制止
・被害者の保護
・被害発生防止の
ために必要な措置
・援助の申し出に
対する支援

連携

相

談

様
々
な
受
付

書面の提出

書面の提出

書面の提出

連 携

連
携

連
携

相
談
･
依
頼

通 報
案内・誘導

相

談

通知

通 知

通 知

通 知

連 携

千葉県女性サポートセンター
（中核的配偶者暴力相談支援センター）

市川健康福祉センター

（地域配偶者暴力相談
支援センター)
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市川市男女共同参画基本計画 第 3 次ＤＶ防止実施計画(案) 正誤表 
 
12 頁上段表【事業評価】 

 
 
12 頁下段表【成果指標とその達成値】 

【誤】  【正】 
Ⅱ 相談体制の充実  Ⅱ 安全で安心できる 

相談体制の充実 

Ⅲ 被害者支援の 

充実と加害者教育 

 Ⅲ 実効性のある 

  自立支援の充実 

Ⅳ 推進体制の充実  Ⅳ ＤＶ根絶の推進体制 

 

【誤】  【正】 
Ⅱ 相談体制の充実  Ⅱ 安全で安心できる 

相談体制の充実 

Ⅲ 被害者支援の 

充実と加害者教育 

 Ⅲ 実効性のある 

  自立支援の充実 

Ⅳ 推進体制の充実  Ⅳ ＤＶ根絶の推進体制 
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